
評価は指定管理者による⾃⼰評価，施設所管課による１次評価，指定管理者業務評価委員による総合評価の３種類で，総合評価の合計点
によって「Ｓ，Ａ，Ｂ，Ｃ」の区分を決定する。
評価シートの項⽬は「業務の履⾏状況の確認」，「サービスの質の確認」，「サービス提供の継続性と安定性」であり，仕様書，事業計画書，協定
書の内容等と実績を踏まえて業務評価を⾏う。

評価⽅法

① 業務の履⾏状況の確認 ② サービスの質の確認 ③ サービス提供の継続性と安定性

項⽬数 20〜22項⽬ ８〜９項⽬ ５項⽬

配 点
※１項⽬につき ３点満点 ５点満点 ３点満点

考え⽅ 仕様書及び事業計画書に基づき実施されてい
るか確認するもの

公共サービスがどの⽔準で提供されているか確認
するもの

業務の安定的な実施，将来に向けて継続性
があるか確認するもの

1

平成29年度指定管理者業務評価委員会による業務評価（外部評価）について

※施設により評価項⽬数及び評価項⽬（⼩項⽬）の内容が異なる。評価の基準

指定管理者制度導⼊施設について，指定期間中における指定管理者による適切な管理運営を確保するため，管理運営に係る課題等を把握し，
業務の改善指導・助⾔を⾏うことで，今後の改善に向けた取組に活かすとともに，第三者の客観的な視点や利⽤者⽬線からの評価を⾏うため，平成
29年度から外部委員が参加する外部評価を取り⼊れた指定管理者業務評価制度を本格的に実施したもの。

主旨

内部委員 総務部副部⻑（委員⻑），財務部副部⻑，総務部⾏政改⾰推進課⻑
外部委員（敬称略） ⻑澤紀美⼦（⾼知県⽴⼤学教授），⼭中尊滋（税理⼠），吉⽤武史（⾼知⼤学准教授）
→ 外部委員は⾏政改⾰推進委員会委員からの選出

委員会
委員構成

外部評価
対象施設

総合評価のうち外部評価は，公募⼿続により指定管理者を指定した施設を対象として，第三者の客観的な視点や利⽤者⽬線からの評価をするも
ので，原則として，指定期間の中間年度に実施する。
公募による指定の場合は，指定期間を原則５年としているため，外部評価は指定期間の３年⽬に実施する。５年を超える期間の指定期間を設
定している場合には，３年に１回の割合で外部評価を実施する。
また，指定期間が４年以内である場合には，指定期間内に最低でも１回は外部評価を実施することとする。

平 成 2 9 年 ８ ⽉ 2 8 ⽇
⾼知市⾏政改⾰推進委員会
資 料 ４



№ 施設名 所管課 指定管理者 評価項⽬数 指定管理者⾃⼰評価 所管課⼀次評価 総合評価

１ ⾼知市福寿園
健康福祉部

⾼齢者⽀援課
社会福祉法⼈ ミ
レニアム

①20項⽬(60点) 60
Ｓ

60
Ｓ

60
Ｓ②９項⽬(45点) 44 31 32.1

③５項⽬(15点) 15 15 15

２ ヨネッツこうち
環境部

清掃⼯場
シンコースポーツ・四
電ビジネスグループ

①20項⽬(60点) 60
Ｓ

60
Ｓ

60
Ｓ②９項⽬(45点) 45 36 35.2

③５項⽬(15点) 15 15 15

３
⾼知市勤労者交流

館

商⼯観光部

産業政策課

公益財団法⼈ ⾼
知勤労者福祉サー
ビスセンター

①20項⽬(60点) 60
Ａ

60
Ａ

59.8
Ａ②９項⽬(45点) 30 29 27.2

③５項⽬(15点) 13 13 12.8

４ 国⺠宿舎「桂浜荘」
商⼯観光部

観光振興課

⼀般財団法⼈ ⾼
知市桂浜公園観
光開発公社

①20項⽬(60点) 58
Ａ

53
Ａ

52.9
Ａ②９項⽬(45点) 45 40 35.5

③５項⽬(15点) 15 12 12.3

５
市営住宅及び共同施

設

都市建設部

住宅政策課
⽇本管財・四国管
財共同企業体

①22項⽬(66点) 66
Ａ

63
Ａ

63.7
Ａ②８項⽬(40点) 29 27 26.9

③５項⽬(15点) 15 15 14.6

６
⾼知市⽴⾃由⺠権

記念館

教育委員会

⺠権・⽂化財課
伊予鉄総合企画
株式会社

①20項⽬(60点) 55
Ａ

54
Ａ

54
Ａ②９項⽬(45点) 28 26 24.7

③５項⽬(15点) 14 14 14

2

区分 総合評価の評価基準 評価内容

Ｓ
評価点数の合計値が配点合計点数の85％以上，かつ，全ての⼩項⽬で３点以
上の評価であるもの
※①，③が満点で②が全て３点以上の場合でないと該当しない（120点満点
の場合102点以上）

・事業計画書・仕様書を上回る取組がなされ，⾮常に優れた実績をあげている。
・適正に管理運営が⾏われており，またはそれ以上の取組がなされ，優れた実績をあげ
ている。

Ａ
・評価点数の合計値が配点合計点数の65％以上85％未満
・評価点数の合計値が配点合計点数の85％以上であるが，⼩項⽬で２点以下
の評価があるもの
※「Ｓ」に該当しないが，120点満点の場合78点以上

事業計画書・仕様書に沿って適正に管理運営が⾏われている。

Ｂ 評価点数の合計値が配点合計点数の45％以上65％未満
※120点満点の場合54点以上78点未満

概ね事業計画書・仕様書に沿って適正に管理運営が⾏われているが，管理運営の⼀
部に改善を要する。

Ｃ 評価点数の合計値が配点合計点数の45％未満
※120点満点の場合54点未満

事業計画書・仕様書に沿った管理運営が⾏われていない事項があり，管理運営の⼤
部分において改善を要する。

平成29年度指定管理者業務評価委員会による業務評価（外部評価）について
平成29年度外部評価結果 ※総合評価の得点は各委員の採点の平均値によるもの


